
埼
玉
県
遊
技
業
防
犯
協
力
会（
趙
顕
洙
会

長
）は
、2
0
2
4
年
2
月
1
日（
木
）、埼
玉

県
、埼
玉
県
警
察
本
部
と「
埼
玉
県
防
犯
の

ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る
協
定
」を
締
結
し
た
。

協
定
締
結
式
で
は
、大
野
元
裕
埼
玉
県
知

事
、埼
玉
県
警
察
本
部
長
、同
協
力
会
趙
会

長
が
出
席
し
た
。

本
協
定
は
、事
業
者（
ホ
ー
ル
）、県
、警
察

が
相
互
に
信
頼
・
協
力
関
係
を
築
き
、子
ど

も
や
高
齢
者
等
を
犯
罪
被
害
か
ら
守
る
と
と

も
に
、犯
罪
の
防
止
を
図
る
こ
と
を
目
的
と

し
た
も
の
で
、同
協
力
会
で
は
、協
定
に
基
づ

き
、各
地
区
組
合
を
中
心
に
地
元
警
察
や
自

治
体
と
連
携
し
て
、

⑴
特
殊
詐
欺
等
の
各
種
犯
罪
の
防
止
に
向

け
た
防
犯
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
な
ど
の
啓
発
活
動

の
実
施
や
防
犯
パ
ト
ロ
ー
ル
活
動
等
に
積
極

的
に
協
力
す
る
。

⑵
保
護
を
要
す
る
子
ど
も
や
高
齢
者
等
を

発
見
し
た
場
合
に
は
、関
係
機
関
等
に
通
報

す
る
。

⑶
犯
罪
や
不
審
者
を
発
見
し
た
場
合
に

は
、速
や
か
に
警
察
へ
通
報
す
る
。

山
形
県
遊
技
業
協
同
組

合（
井
上
静
夫
理
事
長
）は
、

県
遊
協
オ
リ
ジ
ナ
ル
の「
依

存
防
止
対
策
カ
ー
ド
」を
制

作
し
、2
0
2
4
年
2
月
か

ら
組
合
員
ホ
ー
ル
の
賞
品
カ

ウ
ン
タ
ー
や
休
憩
所
等
見
え

や
す
い
場
所
に
備
え
付
け
、

来
店
す
る
県
民
へ
の
周
知
広

報
活
動
を
開
始
し
た
。

カ
ー
ド
に
は
、ぱ
ち
ん
こ

依
存
問
題
相
談
機
関「
リ
カ

バ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
・
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
」「
山
形
県
の
依
存
症

に
関
す
る
相
談
窓
口
」「
ギ
ャ

ン
ブ
ル
等
依
存
症
専
門
医

療
機
関
」を
紹
介
す
る
と
と

も
に
、依
存
防
止
対
策
標
語

「
パ
チ
ン
コ
・
パ
チ
ス
ロ
は
適

度
に
楽
し
む
遊
び
で
す
。
の

め
り
込
み
に
注
意
し
ま
し
ょ

う
」「
パ
チ
ン
コ
・
パ
チ
ス
ロ

⑷
店
舗
等
に「
防
犯
の
ま
ち
づ
く
り
協
定
」

の
ス
テ
ッ
カ
ー
や
ポ
ス
タ
ー
を
貼
り
、地
域
防

犯
の
ま
ち
づ
く
り
に
参
加
し
て
い
る
こ
と
を

P
R
す
る
。

等
の
活
動
を
推
進
す
る
。

は
18
歳
に
な
っ
て
か
ら
」を
記

載
し
て
い
る
。

カ
ー
ド
は
、二
つ
折
り
に

す
る
と
名
刺
大
の
大
き
さ

に
な
り
、胸
ポ
ケ
ッ
ト
や
財

布
の
中
、運
転
免
許
証
と
一

緒
に
入
れ
る
こ
と
も
可
能

に
な
っ
て
い
る
。

埼
玉
県
遊
技
業
防
犯
協
力
会
と
埼
玉
県
、

埼
玉
県
警
察
本
部
の
三
者
が「
埼
玉
県
防
犯

の
ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る
協
定
」を
締
結

山
形
県
遊
協
が
県
民
向
け

「
依
存
防
止
対
策
カ
ー
ド
」

を
制
作
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